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令和２年１２月 

文 部 科 学 省 

令和３年度 文部科学関係税制改正要望事項の結果 

（概要） 

 

要望が認められたもの 

（１）教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長（金融庁との

共同要望）【贈与税】 

（２）試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の延長及び拡充（経済産業省

等との共同要望）【法人税等】 

（３）東日本大震災により被害を受けた学校法人等に対する特別貸付けに係る消

費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の延長【印紙税】 

（４）技術研究組合の所得の計算の特例の延長（経済産業省等との共同要望）【法人税】 

（５）美術品市場の活性化のため現代美術品の寄託に係る相続税の特例措置の拡

充【相続税】 

（６）公益法人が所有・取得する重要無形文化財の公演のための施設（能楽堂）に

係る課税標準の特例措置の拡充【固定資産税等】 

その他要望していたもの 

○ ゴルフ場利用税の在り方の見直し【ゴルフ場利用税】 

○ 地域における文化観光の推進に資する文化財（古民家等）の取得に係る特例

措置の創設（国土交通省との共同要望）【不動産取得税】 

○ 民間の法人が所有する文化施設に係る土地建物の課税の在り方の見直し 

【固定資産税等】 

 
 
  



２ 

○要望が認められたもの 

 

 

 

祖父母等から孫等に対して一括贈与された教育資金を受けた場合の贈与税の非課税措置

について、以下の措置を講じた上で、適用期限を２年延長する（令和５年３月 31 日まで）。  

○祖父母等が亡くなった場合、孫等が 23 歳以上であれば贈与の残額を相続財産に加算の上、

２割加算を適用する（在学中の場合を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長（金融庁と

の共同要望）【贈与税】 



３ 

 

民間企業の研究開発投資の維持・拡大及び質の高い研究開発の促進を図るため、以下の制度

改正を行う。 

＜オープンイノベーション型＞ 

・手続合理化（共同研究等の相手方の確認プロセス合理化等）。 

・国公立大学等・国立研究開発法人の外部化法人との共同研究等の場合、控除率優遇（25％）。 等  

＜総額型＞ 

・前年度より売上が 2%減少したにも関わらず、試験研究費が増加した企業の控除上限の 5％

引上げと控除率カーブの見直し（下限 6％→2％等）。 

・時限措置の 2 年延長。 等 

＜その他＞ 

・試験研究費の対象にクラウド環境で提供するソフトウェアの開発を追加。 等 

 

 

 

 

 

 

 

（２）試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の延長及び拡充（経済産業

省等との共同要望）【法人税等】 



４ 

 

東日本大震災において被害を受けた学校法人等が、日本私立学校振興・共済事業団から東日

本大震災に被災したことを原因とする貸付を受ける際、消費貸借契約書に係る印紙税を非課税

とする措置について、適用期限を５年延長する（令和８年３月 31 日まで）。 
 

 
 
 

 

技術研究組合が、組合員からの賦課金により試験研究用資産を取得し、１円まで圧縮記

帳をした場合に、減額した金額を損金に算入できる特例について、対象資産から鉱業権を

除外した上で適用期限を３年延長する（令和６年３月 31 日まで）。 

 

  

（３）東日本大震災により被害を受けた学校法人等に対する特別貸付けに係る

消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の延長【印紙税】 

（４）技術研究組合の所得の計算の特例の延長（経済産業省等との共同要望）

【法人税】 

 



５ 

 

優れた美術品の一層の公開促進のため、特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度につい

て、登録有形文化財登録基準の改正を前提に、適用対象となる特定美術品の範囲に製作後 50
年を経過していない美術品のうち一定のものを加える。 

 

 

 

公益法人が所有・取得する能楽堂（重要無形文化財である伝統芸能の公演のための施設）に

係る固定資産税、不動産取得税、都市計画税の軽減措置（課税標準２分の１）について、適用

期限を２年延長する（令和５年３月 31 日まで）。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）美術品市場の活性化のため現代美術品の寄託に係る相続税の特例措置の拡

充【相続税】 

（６）公益法人が所有・取得する重要無形文化財の公演のための施設（能楽堂）

に係る課税標準の特例措置の拡充【固定資産税等】 

参 考 『劇場、音楽堂等の活性化に関する法律』（平成24年法律第49号） 
第９条 国及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、必要な助言、情報の提供、財政

上、金融上及び税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 


